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1 趣旨 

 

  本事業は、宇都宮ブランド戦略指針に掲げる「市民の誇りの醸成」と「市外からの憧れ（来訪意欲）」をよ

り一層促進するために、市民自らが、新しい視点で宇都宮の魅力を発見・発信する事業で、波及効果が期待で

きる活動を支援します。 

 

2 募集内容 

 (1)対象事業 

・全国初や日本一、宇都宮オンリーワン、ギネス世界記録に挑戦など宇都宮の魅力を発見し、メディアの関

心も惹きつけることが期待できるような事業。 

・餃子やジャズ、カクテル、自転車、大谷石、農作物など宇都宮の地域資源について、新たな視点で活用し、

またそれらを連携させることによって、楽しさが１０倍になるような事業。 

・事業主体が様々な広報媒体を活用し、宇都宮の魅力を全国に発信、拡散していくような事業。 

・ブランドメッセージ「住めば愉快だ宇都宮」に相応しい「愉快な街」のイメージをさらに市内外に広める

ような事業。 

この事業を契機として、継続的に本市の魅力を発信することができ、平成３１年３月２９日までに事業の

実施及び報告を行うことができる事業。        

 

 

 

 

 

 

※他の制度による補助金等を受けている事業や公序良俗に反する事業、宗教的・政治的な活動、暴力団及 

びその構成員が関係している事業、その他会長が適当でないと認める事業は対象としません。 

 

(2)対象団体等 

次のいずれかに該当するものを対象とします。 

【学生支援コース】 

構成メンバーのうち４/５が本市に在籍する学生で構成されている団体（以下「学生団体」という） 

  【事業者支援コース】 

本市に活動の拠点を置く団体や事業者、個人事業主 

特定非営利活動促進法（平成 10年法律第 7号）第 2条第 2項に該当する法人で、同法別表に掲げる活動

を行う市内に所在するもの 

※政治的活動や宗教的活動を行う団体、暴力団等の反社会的な団体は対象としない。  

【期待する事業例】 

・宇都宮の隠れた魅力を知ってもらうための宇都宮小ネタ帳の作成 

・ＳＮＳを活用した宇都宮の魅力が全国へ拡散される取組 

・日本遺産・大谷の魅力を広く発信するための事業 等 
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3 支援内容 

(1) 補助金の交付 

学生団体支援コースと事業者支援コースを設けています。 

コース別 補助率等 交付回数 

学生団体支援コース 補助対象経費の９/１０ 上限５０万円 
１団体につき１回限り 

事業者支援コース 補助対象経費の１/２  上限１００万円 

※補助対象経費は、事業実施にかかる直接経費です。団体等の運営維持経費や経常的な活動経費、構成員の

人件費、構成員の飲食費などは対象になりません（詳細は 7ページのとおり）。 

 

(2) PR支援 

宇都宮ブランド推進協議会や同協議会シティプロモーション支援事業事務局（株式会社ブランド総合研究

所）のホームページのほか、宇都宮市役所ホームページ、各種市政番組（ラジオ等）、プレスリリース等。 

 

(3) 宇都宮市民シティプロモーションゴールドマークの交付 

成果発表をもとに、事業を完了した助成団体に交付します。 

 

(4) 宇都宮市民シティプロモーションアドバイザーによる定期的な支援 

事業実施に必要な人的ネットワークの紹介や、まちづくりやメディアなどの専門家からアドバイスを行う

などの支援を行います。 

 

4 応募申請について  

(1) 応募申請書の配布 

・応募申請書等は説明会で配布するほか、以下ホームページからもダウンロードできます。 

地域ブランドＮＥＷＳ（市民シティプロモーション支援事業事務局ＨＰ） 

：http://tiiki.jp/news/01_news/4026.html 

 

(2) 応募期間・申請書提出 

平成３０年７月１１日（水）～平成３０年８月１０日（金）正午まで 

※郵送の場合、締切日必着。締め切り後の提出は受け付けません。 

   下記(3)の提出書類を作成し、郵送または持参により下記へ提出してください。直接持参する場合は平日

の午前９時～午後５時までの間にお越しください。最終日の８月１０日（金）は正午締め切りになります

のでご注意ください。 

 

(3) 提出書類 

・応募申請書（様式１） ・事業計画書（様式２） ・収支予算書（様式３） ・団体等の概要（様式４）・

組織の運営に関する規約、会則、定款その他これらに準ずる書類（学生団体を除く） 

 

(4) 提出部数 

１部 
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(5) 提出先 

宇都宮ブランド推進協議会 市民シティプロモーション支援事業事務局（宇都宮市役所３階広報広聴課内） 

〒３２０－８５４０ 栃木県宇都宮市旭１－１－５ 

  

(6) 応募に対する問い合わせ 

応募申請書作成等の応募に関する問い合わせは、市民シティプロモーション支援事業事務局にて対応します。 

問い合わせ先 

ＴＥＬ：０３－３５３９－３０１１（株式会社ブランド総合研究所） 

Ｅ-mail：yukai@tiiki.jp 

 

(7) その他    

・提出いただいた応募申請書等は、返却しません。 

・応募申請書等の記載内容に不明な点がある場合は、シティプロモーション支援事業事務局が確認します。 

・著作権許諾等にかかる諸手続きは、申請者において行ってください。 

・事業を実施するうえで、他団体との協力が必要な場合は、申請する前に当該団体に連絡し、必ず承諾を得

てください。 

・申請事業におけるイベントの開催等で、公共物（道路・公園・施設等）や他団体の所有物を使用する際は、

事前に所有物の管理者やその他関係する団体に確認の上、申請者が必ず許可等を受けてください。 

 

5 説明会・審査・選考  

(1) 募集説明会 

・日時：平成３０年７月２３日（月）①１６：００～１７：００ ②１８：３０～１９：３０  

・場所：宇都宮アンテナショップ「宮カフェ」（宇都宮市江野町２－１１）  

ＴＥＬ:０２８－６６６－８９３８ 

※①は２階，②は１階で実施 

 

(2) 【第１次審査】書類審査 

・提出された応募申請書等を審査・選考します。 

 

(3) 【第２次審査】プレゼンテーション審査 

・プレゼンテーションは、原則公開で行います。ただし、事業者支援コースについては、非公開で行います。 

・プレゼンテーションでは、パソコン、プロジェクター等を活用し、15分で説明していただきます。 

・選定委員会の委員により審査を行います。 

  ・プレゼンテーション資料は，本募集要項５.(4)の審査項目④「事業効果」，⑤「継続性」，⑥「話題性」に 

かかる内容を含めたものとし，宇都宮ブランド推進協議会 市民シティプロモーション支援事業事務局（宇

都宮市役所３階広報広聴課内）に提出してください。 

様  式：「PowerPoint」にて作成したもの（枚数，書式不問）。カラー印刷。 

提出期限：８月２０日（月）午後５時まで 

提出部数：１０部 

※郵送または持参により下記へ提出してください。郵送の場合、締切日必着。締め切り後の提出は受け付 

けません。直接持参する場合は平日の午前９時～午後５時までの間にお越しください。 

 

tel:028-637-8111
tel:028-637-8111
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(4) 審査基準 

◎１次審査内容 

No. 審査項目 

① 実現性 
組織体制、事業計画、収支予算、スケジュールが具体的であり、事業

実現が可能であるか。 

② 新規性 
宇都宮の新たな魅力の発見や、宇都宮の地域資源を新たな視点で活用

できる活動であるか。 

③ 創造性 
想像もしなかった視点や技術を活用するなど、事業内容に創意工夫や

独創性があり、魅力的な付加価値があるか。 

 

  ◎２次審査内容 

No. 審査項目 

① 実現性 
組織体制、事業計画、収支予算、スケジュールが具体的であり、事業

実現が可能であるか。 

② 新規性 
宇都宮の新たな魅力の発見や、宇都宮の地域資源を新たな視点で活用

できる活動であるか。 

③ 創造性 
想像もしなかった視点や技術を活用するなど、事業内容に創意工夫や

独創性があり、魅力的な付加価値があるか。 

④ 事業効果 
事業内容が宇都宮のシティプロモーションとして効果的なものか。 

⑤ 継続性 補助事業終了後も本市の魅力の発信が継続できるか。 

⑥ 話題性 
本市の魅力や優位性が全国に拡散されること等が期待できるか。 

 

（5）選定結果の公表 

・内定者であっても、事業内容および経費計画の作成において不備等がある場合は、選定取り消しとなる場

合があります。 

・選考結果については、申請者全員に文書で通知いたします。選考結果についての個別のお問い合わせには

応じかねます。 

・選定結果は、宇都宮ブランド推進協議会、市民シティプロモーション支援事業事務局及び宇都宮市のホー

ムページに掲載します。 

 

（6）内定者に本申請書の提出 

・選定委員会の結果をもとに宇都宮ブランド推進協議会より内定の連絡をします。 

・内定者には、実施内容について当協議会および専門家のアドバイスの上、詳細な事業内容および経費計画

を作成し、補助金交付申請手続きを行っていただきます。 

・事業内容および経費計画書を協議会で承認が下り次第、事業開始となります。 

 

6 補助金交付の流れ 

(1) 補助金の交付申請・交付（概算払い） 

・選定された事業の代表者は、補助金交付申請手続きを行います。 
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・補助金交付申請書の内容を審査し、補助金の交付額を決定し、約１か月後に、概算払いにて補助金を交付

します。 

 

(2) 事業報告 

平成３１年３月２９日（金）までに実施報告書に以下の添付書類を添えて提出してください。その前の事業

報告会にて、成果発表を行っていただきます。 

【添付書類】 

・事業報告書   ・収支決算書   ・写真等事業内容が確認できる書類 

・領収書又は収支を証する書類の写し 

 

(3) 補助金額の確定・精算 

・団体等の代表者は、事業終了後、市民シティプロモーション支援事業事務局へ実績報告書等を提出し、精

算を行います。 

・提出された実績報告書等については、宇都宮ブランド推進協議会が、その内容を確認、審査し、補助金の

額を確定します。 

・概算払額より精算額が少ない場合は、その差額を戻入していただきます。 

・不足分が生じても、補助金額は、当初の補助金交付決定額が上限となります。 

 

(4) 事業の中止・変更 

・やむを得ない理由により事業を中止する場合、または事業計画を変更する場合は、事前に市民シティプロ

モーション支援事業事務局にご連絡ください。 

 

(5) 関係書類の整理等 

・補助金の交付決定を受けた団体等は、必要に応じて補助対象事業専用の口座をご用意ください。 

・補助金対象経費以外には、本補助金を充てることができませんので、補助対象事業専用の会計帳簿（予算

書、決算書、出納簿等）を整理し管理してください。市民シティプロモーション支援事業事務局から求め

られた場合には提出できるようにしておいてください。 

また、その会計帳簿（予算書、決算書、出納簿等）や証拠書類（領収書、振込証明、通帳等）は、補助金

の交付に係る会計年度終了後 5年間保管しておいてください。 

 

(6) その他 

・申請内容に虚偽の記載があることが判明した場合、事業が履行されなかった場合、補助金を不正に使用し

た場合は、補助金の交付決定を取り消し、返金頂きます。 

・事業を実施する際には、宇都宮ブランド推進協議会の補助金により実施されていることを事業に係る印刷

物や映像等に明示してください。 

・成果品の著作権は、基本的に製作者に帰属するものとしますが、宇都宮市や宇都宮ブランド推進協議会が

実施する事業においては、無償で使用できるものとします。また期限は設けないものとします。 

・必ず構成員の中より情報発信担当（Facebookなどの書き手）を選定してください。 
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7 スケジュール 

平成３０年７月１１日（水）   募集開始 

７月２３日（月）   事前説明会 ①１６：００～ ②１８：３０～ 

８月１０日（金）   応募申請書の提出締切（正午まで） 

   第 1次書類審査 

８月１６日（木）   第 1次審査結果通知 

８月２０日（月）   プレゼンテーション資料提出（午後５時まで） 

８月２３日（木）   第 2次プレゼンテーション審査選定委員会 

８月２４日（金）   第 2次プレゼンテーション審査結果通知・対象団体決定通知 

９月上旬～      補助金交付申請→補助金交付決定通知 

 事業開始（個別支援） 

９月下旬～３月    全体研修（３回程度）中間報告会・事業成果報告会 

平成３１年３月２９日（金）   実施報告書の提出締切 

※スケジュールはあくまで予定であり、やむを得ない事情によって、日程を変更させていただく場合があり

ますので、ご了承ください。  

補助対象経費 

支出項目 対象となる経費 対象とならない経費 

報償費 
・講師、専門家、出演者、ボランティア

等への謝礼 等 

・事務職員の経常的な雇用経費（人件費） 

・団体構成員が講師等を務める場合の謝礼 

・団体構成員のみが参加する学習会等のため

の講師への謝礼 等 

旅費 

・講師、専門家、出演者、ボランティア

等への交通費・宿泊費 

・イベント出展等への交通費・宿泊費 

等 

 

消耗品費 

・文具等の消耗品 

・ノベルティ 等 

※１品１万円未満の物品 

 

備品費 ・事業に必要不可欠なもの 
・パソコンやカメラなど、汎用性の高い製造

用器具類や事務機器類 等 

印刷製本費 
・ポスター、チラシ等の印刷費 

・コピー代 等 
 

食糧費 ・講師等に対する飲食代 等 ・団体構成員の会議や交流会での飲食代 

役務費 

・広告料 

・保険料 

・講師等への謝金の振込手数料 等 

 

通信運搬費 

・切手、はがき、郵送料 等 

※切手、はがき等を購入される場合は必

要な枚数だけの購入としてください。 

 

委託料 

・事業実施に必要な専門的知識、技術等

を要する一部の業務についての委託 

等 
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使用料及び

賃借料 

・会議室、会場等の使用料 

・機器類の賃借料 

・バスの借り上げ料 等 

 

その他 

・その他、事業の実施のために必要な経

費で、会長が必要かつ適切と認めた経

費 

（補助対象費用となるかは、個別に経費

の内容を審査します。） 

・他団体等への補助金としての支出 

・商品券など金券等の購入 

・土地の取得、造成及び補償に関する経費 

・団体の経常的な運営に関する経費 

（家賃、電話料、事務所賃借料等） 

・領収書等により支払ったことを明確に確認

することができない経費 

・社会通念上適切でないと認める経費 

※すべての支出について、事業に直接関係のない支出は対象となりません。 

 


